
 

   

 

 

事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ６ 日 

  

 

  建 設 業 者 団 体 の 長  殿 

 

関東地方整備局 

  企画部長 中込 淳 

 

 

「所管事業者等における出勤者７割削減を実現するための 

取組の更なる推進について（依頼）」について（参考送付） 

 

 

最低７割、極力８割という接触削減の実現に向けた所管事業者及び関係団体等における在

宅勤務（テレワーク）の更なる推進については、令和２年４月１２日付の土地・建設産業局

事務連絡により、緊急事態宣言の対象である７都府県に本社、事業所を有する所管事業者及

び関係団体等に対する要請をお願いしたところですが、内閣官房新型コロナウイルス感染症

対策推進室より、７都府県における全ての事業者に対する出勤者７割削減の取組の要請に加

え、７都府県以外の事業者に対しても、可能な範囲で、出勤者の削減に取り組んでいただく 

よう要請依頼がございました。  

すでに、標記につきましては、国土交通省土地・建設産業局より、貴職あてに通知してい

るところではございますが、改めて、当該取組みについて、ご理解と適切な対応をお願いす

るとともに、会員等に周知いただきますよう、お願い致します。 

 

  



 

   

建設業者団体 送付先 

 

（一社）茨城県建設業協会 

（一社）栃木県建設業協会 

（一社）群馬県建設業協会 

（一社）埼玉県建設業協会 

（一社）千葉県建設業協会 

（一社）東京建設業協会 

（一社）神奈川県建設業協会 

（一社）山梨県建設業協会 

（一社）長野県建設業協会 

（一社）日本建設業連合会 関東支部 

（一社）日本道路建設業協会 

（一社）プレストレスト・コンクリート建設業協会 

（一社）日本橋梁建設協会 関東事務所 

（一社）建設コンサルタンツ協会 

（一社）関東地質調査業協会 

（一社）全国測量設計業協会連合会 

 


